
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
総
合
計
画
審
議
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
八
号
）

一

徳
島
県
総
合
計
画
審
議
会
の
委
員
の
定
数
を
二
十
人
以
内
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る

条
例
（
条
例
第
四
十
九
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

１

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例

２

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条

例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
号
）

一

公
害
審
査
委
員
候
補
者
の
委
嘱
期
間
は
、
三
年
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
一
号
）

一

建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
物
の
計
画
の
通
知
に
伴
う
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
の
審
査

２

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
設
備
の
計
画
の
通
知
に
伴
う
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
の
審
査

３

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
工
作
物
の
計
画
の
通
知
に
伴
う
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
の
審
査

４

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
物
の
工
事
の
完
了
の
通
知
に
伴
う
検
査

５

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
設
備
の
工
事
の
完
了
の
通
知
に
伴
う
検
査

６

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
工
作
物
の
工
事
の
完
了
の
通
知
に
伴
う
検
査

７

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
物
の
特
定
工
程
に
係
る
工
事
の
終
了
の
通
知
に
伴
う
検
査

８

国
等
の
建
築
物
等
の
仮
使
用
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

地
域
再
生
法
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
高

さ
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と

と
し
た
。

三

地
域
再
生
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
建

築
等
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
及
び
三
に
つ
い

て
は
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
か
ら
、
四
に
つ
い
て
は
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
た
。



●

徳
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
二
号
）

一

港
湾
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
に
対
し
て
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
当
該
港
湾
施
設
の
占
用
又
は
使
用
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
市
町
村
交

付
金
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
市
町
村
に
対
し
て
国
有
資

産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
九
号
）

一

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
号
）

一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
一
号
）

一

徳
島
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
二
号
）

一

次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
証
紙
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
物
等
の
計
画
の
通
知
に
伴
う
建
築
基
準
関
係
規
定
適
合
審
査
手

数
料

２

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
物
等
の
工
事
の
完
了
の
通
知
に
伴
う
検
査
手
数
料

３

国
の
機
関
の
長
等
に
よ
る
建
築
物
の
特
定
工
程
に
係
る
工
事
の
終
了
の
通
知
に
伴
う
検
査
手
数

料
４

検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
る
前
に
お
け
る
国
等
の
建
築
物
等
の
仮
使
用
認
定
申
請
手
数
料

５

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
等
内
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係

る
認
定
申
請
手
数
料

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の
５
に
つ
い
て

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


